
もくじ 
協会けんぽの新たな保険料率が決定 ひと月遅れで子ども・子育て支援金 ・・・2 

働き方改革関連法施行後５年の総点検 労働時間を増やしたい者は約１割 ・・・3 

治療と就業の両立支援の措置が事業主の努力義務に 指針も公表 ・・・4 

高年齢者の労働災害防止のため措置が事業者の努力義務に 指針も公表 ・・・5 

「えるぼしプラス認定」と「プラチナえるぼしプラス認定」を創設 ・・・6 

人事労務相談室  ・・・7 

人事労務の統計指標 ・・・8.9 

営業日のお知らせなど ・・・10 

  ２０２６年４月号 

April  No.107 

2026 

４ 

クロウド社会保険労務士事務所

〒720-0067

 広島県福山市西町二丁目8-27

 ポートビル4F

TEL：084-983-1198

FAX：084-983-1197

e-mail：info@kuroudo-sr.com

https://ｗｗｗ.kuroudo-sr.com



４月号/２０２６

クロウド社会保険労務士事務所                2

中小企業の従業員の方を中心とした健

康保険を取り仕切る全国健康保険協会

は、令和８年３月分（４月納付分）から

の保険料率を決定しました。 

また、令和８年４月分（５月納付分）

から、子ども・子育て支援金が追加され

ることになりました。 

新たな「健康保険・厚生年金保険の保

険料額表」を確認しておくようにしまし

ょう。なお、給与計算ソフトをお使いの

場合には、その設定に注意が必要です。

給与計算に関することについても、ご質

問などがあれば、気軽にお声掛けくださ

い。 

北海道 １０.２８％ 石川県 ９.７０％ 岡山県 １０.０５％
９.８５％ 福井県 ９.７１％ 広島県 ９.７８％

岩手県 ９.５１％ 山梨県 ９.５５％ 山口県 １０.１５％
宮城県 １０.１０％ ９.６３％ 徳島県 １０.２４％
秋田県 １０.０１％ 岐阜県 ９.８０％ 香川県 １０.０２％
山形県 ９.７５％ 静岡県 ９.６１％ 愛媛県 ９.９８％
福島県 ９.５０％ 愛知県 ９.９３％ 高知県 １０.０５％
茨城県 ９.５２％ 三重県 ９.７７％ 福岡県 １０.１１％
栃木県 ９.８２％ 滋賀県 ９.８８％ 佐賀県 １０.５５％
群馬県 ９.６８％ 京都府 ９.８９％ １０.０６％
埼玉県 ９.６７％ 大阪府 １０.１３％ 熊本県 １０.０８％
千葉県 ９.７３％ 兵庫県 １０.１２％ 大分県 １０.０８％
東京都 ９.８５％ 奈良県 ９.９１％ 宮崎県 ９.７７％
神奈川県 ９.９２％ 和歌山県 １０.０６％ 鹿児島県 １０.１３％
新潟県 ９.２１％ 鳥取県 ９.８６％ 沖縄県 ９.４４％
富山県 ９.５９％ 島根県 ９.９４％ ― ―

全国一律 １.６２％（１.５９％から変更）

全国一律 ０.２３％

協会けんぽの新たな保険料率が決定 

ひと月遅れで子ども・子育て支援金も追加 

［ 今月の NEWS ］

協会けんぽの保険料率（子ども・子育て支援金率を含む） 

１ 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕／令和８年３月分（４月納付分）～

２ 介護保険料率〔全国一律／40歳以上65歳未満の 〕／令和８年３ 分（４ 納付分） 

  は変更あり 

健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も異なる
場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。 

３ 子ども・子育て支援金率〔全国一律〕／令和８年４月分（５月納付分）～

40 都道府県で都道府県単位保険料率が変更されました。全国一律の介護保険料率も変更さ

れ、また、ひと月遅れで子ども・子育て支援金率が新設されますので、結果的にすべての都

道府県において、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」が変更されることになります。 
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厚生労働省は、令和８年３月初旬、い

わゆる働き方改革関連法施行後５年の状

況を把握するため、労働者を対象とする

アンケート調査と企業・労働者を対象と

するヒアリング調査を実施し、その結果

を取りまとめました（アンケート調査の

有効回収数は 3,000、ヒアリング調査の対

象は 327 社・97 人）。 

ここでは、特に話題となった「労働時

間の増減希望状況（アンケート調査のひ

とつ）」を中心に、そのポイントを紹介し

ます。 

厚生労働省では、今回の調査結果を踏

まえつつ、労働市場改革分科会や労働政

策審議会において、労働基準関係法制に

ついて議論していくこととしています。

高市総理は、今国会の施政方針演説にお

いて、「働き方改革の総点検においてお聞

きした働く方々のお声を踏まえ、裁量労

働制の見直し、副業・兼業に当たっての

健康確保措置の導入、テレワークなどの

柔軟な働き方の拡大に向けた検討を進め

ます。とにかく成長のスイッチを押し

て、押して、押して、押して、押しまく

ってまいります」と述べていましたが、

労働時間を増やしたい者は約１割にすぎ

ないという調査結果のなか、どのような

議論が行われるのでしょうか？ 今後の動

向に注目です。 

「働き方改革関連法施行後５年の総点検」 

労働時間を増やしたい者は約１割 

［ 今月の NEWS ］

 「働き方改革関連法施行後５年の総点検」のポイント  

□ 労働時間の増減希望状況 
・労働時間を増やしたい者   ―――――――→ 約 ％ 
・労働時間はこのままでよい者 ―――――――→ 約 ％ 
・労働時間を減らしたい者   ―――――――→ 約 ％ 

労働時間を増やしたい理由（トップ３は次のとおり） 

・たくさん稼ぎたいから（「所定労働時間以外の労働分の収入（残業代） 
がないと家計が厳しいから」を除く）→ ％ 

・自分のペースで仕事をしたいから → ％ 
・所定労働時間以外の労働分の収入（残業代）がないと家計が厳しいから 

→ ％ 
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「治療と就業の両立支援指針」には、次のような内容が定められています。 

令和８年４月１日施行の労働施策総合

推進法の改正により、職場における治療

と就業との両立を支援するため、労働者

からの相談に応じ、適切に対応するため

に必要な体制の整備などの必要な措置を

講ずることが事業主の努力義務とされま

した。これに合わせて、厚生労働大臣

が、事業主による措置の適切かつ有効な

実施を図るための指針を定めることとさ

れました。その指針が、「治療と就業の両

立支援指針（令和８年厚生労働省告示第

28 号）」として公布されました。 

その概要を確認しておきましょう（厚

生労働省からリーフレットが公表されて

いますので、そこから抜粋して、その概

要を紹介しておきます）。 

事業主には、この指針に基づき、職場

において必要な措置を講じることが望ま

れています。人材の確保につながること

も期待できますので、指針に沿った措置

を実施することを検討してみてはいかが

でしょうか？ 関心があれば、気軽にお声

掛けください。 

治療と就業の両立支援の措置が 

事業主の努力義務に 指針も公表 

［ 今月の NEWS ］

「治療と就業の両立支援指針」の概要 
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令和８年４月１日施行の労働安全衛生

法の改正により、高年齢者の労働災害の

防止を図るため、高年齢者の特性に配慮

した作業環境の改善、作業管理などの必

要な措置を講ずることが事業者の努力義

務とされました。これにあわせて、厚生

労働大臣が、事業者による措置の適切か

つ有効な実施を図るための指針を定める

こととされました。 

その指針が、「高年齢者の労働災害防止

のための指針（高年齢者の労働災害防止

のための指針公示第１号）」として公示さ

れました。その概要を確認しておきまし

ょう。 

事業者には、この指針に基づき、必要

な措置を講じることが望まれています。 

人材の確保につながることも期待でき

ますので、国や関係団体等による支援を

活用しつつ、指針に沿った措置を実施す

ることを検討してみてはいかがでしょう

か？  

〈補足〉この指針は、これまでの「高年

齢労働者の安全と健康確保のためのガイ

ドライン（エイジフレンドリーガイドラ

イン）」を、法律に基づく指針に格上げし

たものとなっています（指針の策定に伴

い、エイジフレンドリーガイドラインは

廃止）。 

高年齢者の労働災害防止のため措置が 

事業者の努力義務に 指針も公表 

［ 今月の NEWS ］

「高年齢者の労働災害防止のための指針」の概要 

指針の構成 

第１ 趣旨 

労働安全衛生法第 62 条の２
第２項に基づき、高年齢者の特
性に配慮した作業環境の改善、
作業の管理等、高年齢者の労働
災害の防止を図るために事業者
が講ずるよう努めなければなら
ない措置に関し、その適切かつ
有効な実施を図るため定めたも
の。 

第２ 事業者が講ずべき措置 

第３ 労働者と協力して取り組む

事項 

第４ 国、関係団体等による支援

の活用 

第２の「事業者が講ずべき措置」の一部 
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女性活躍推進法に基づく「えるぼし認

定」と「プラチナえるぼし認定」につい

て、女性の健康支援に関する基準を追加

した「えるぼしプラス認定」と「プラチ

ナえるぼしプラス認定」が創設されまし

た（施行期日は、令和８年４月１日）。そ

の概要は次のとおりです。 

確 認 ○えるぼし認定：一般事業主行動計画の

策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に

関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件

を満たしたものについて、当該企業の申請により、

厚生労働大臣が認定を行う制度。 

○プラチナえるぼし認定：えるぼし認定企業のう

ち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推

進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一

定の要件を満たしたものについて、当該企業の申請

により、厚生労働大臣が認定を行う制度。 

【女性の健康支援に関する認定基準】 

えるぼしプラス・プラチナえるぼしプラスのすべて

で、女性の健康支援に関する基準は共通 

①  「女性の健康上の特性に配慮した休

暇制度」及び「女性の健康上の特性へ

の配慮のために利用することができ

る、半日単位・時間単位の年次有給休

暇、所定外労働の制限、時差出勤、フ

レックスタイム制、短時間勤務、在宅

労働等のうちいずれかの制度」を設け

ていること。（休暇制度は、多様な目

的で利用することが 

②

③

④

⑤

⑥

的で利用することができる休暇制度及

び利用目的を限定しない休暇制度を含

み、年次有給休暇を除く。） 

② 女性の健康上の特性への配慮に関す

る方針を示し、①に掲げる制度の内容

とともに労働者に周知させるための取

組を実施していること 

③ 女性の健康上の特性への配慮に関す

る研修その他の女性の健康上の特性へ

の配慮に関する労働者の理解を促進す

るための取組を実施していること 

④ 女性の健康上の特性への配慮に関す

る業務を担当する者を選任し、労働者

からの女性の健康上の特性に関する相

談に応じさせる措置を講ずるととも

に、労働者に周知させるための措置を

講じていること 

令和８年４月１日施行の女性活躍推進

法（関連省令等を含む）の改正のひとつ

です。関心があれば、気軽にお声掛けく

ださい。 

なお、同改正により、これまで従業員数

301 人以上の企業に公表が義務付けられて

いた男女間賃金差異について、101 人以上

の企業に公表義務を拡大するとともに、

新たに女性管理職比率についても 101 人

以上の企業に公表を義務付けることとさ

れました（従業員数 100 人以下の企業は

努力義務）。この件につきましても、気軽

にお声掛けください。 

「えるぼしプラス認定」と 

「プラチナえるぼしプラス認定」を創設 

［ 今月の NEWS ］

「えるぼしプラス認定」と 

「プラチナえるぼしプラス認定」 

の創設（その認定基準） 
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厚生労働省は、社会保険の被扶養者認

定に関する「年収 130 万円の壁」につい

て、2026 年 4 月 1 日から新たなルールを

適用します。 

最大のポイントは、給与収入のみの方

について、年収の判定に残業代を含めな

いという運用への変更です（※固定残業

代は含めます）。これにより、繁忙期の残

業や休日出勤などで一時的に年収が 130

万円を超えたとしても、労働契約上の年

収が基準額未満であれば、原則として扶

養にとどまることが可能になります。 

■新ルールにより年収に含まれないもの 

 ①時間外労働の賃金（契約書記載無） 

 ②臨時的な収入 

2026 年 4 月以降の新ルールでは、扶養

認定の年収判定が「労働契約書（労働条

件通知書）に記載された内容」をもとに

行われるようになります。 

2026 年 3 月 18 日、厚生労働省は、 

いわゆる「国保逃れ」を目的とした名ば

かり役員の社会保険加入に対して、是正

するための対策を公表しました。 

「国保逃れ」とは、社会保険料削減ビ

ジネスを展開する一般社団法人等が、顧

客である個人事業主やフリーランスを自

社の役員に就任させることで、本来は加

入できない社会保険に加入させるという

スキームです。保険料を安く抑えるため

に、役員報酬は低く設定（例えば月額数

万円）し、顧客の個人事業主等からは、

「会費」などの名目で自社が支払った役

員報酬以上の金額を負担させる。その差

額を利益として得ていました。 

もともと個人事業主等は、事業所得に

応じた国民健康保険料と国民年金保険料

を支払わなければなりませんが、通常よ

りもはるかに安い保険料で社会保険の適

用を受けられるという事態を、厚生労働

省は強く問題視しました。 

国保逃れスキームをビジネスとして運

営していた法人は、今回の厚生労働省の

通知により一掃された格好です。おそら

く今後話題にもならないと思いますが、

「会費の逆ザヤ」「勤務実態のない名ばか

り役員」による社会保険への加入は、法

律違反として扱われ、資格喪失届を提出

させられることになります。 

人事労務相談室 

［ 労務情報 ］

人事労務の最新情報として 

二つのトピックスをお届けします。 

(1) 扶養認定で残業代が除外へ 

(2) 個人事業主の国保逃れ対策 

(1)扶養認定で残業代が除外へ 

(2) 個人事業主の国保逃れ対策 
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参考：毎月勤労統計調査（全国調査・地方調査） 結果の概要｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 他 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html

※ 季節調整値：前月からの変化を適切に捉えるため、季節変動の影響を除いた数値（原数値から季節変動を除去した結果数値）

定期給与 現金給与総額（2025 年 12 月)
全国 東京都 大阪府 広島県 岡山県 

632,196 円 800,301 円 674,903 円 609,116 円 596,939 円 

労働関係指標（2026 年 1 月) 

有効求人倍率 

（季節調整値※） 

全国  1.18 倍 

有効求人数 

全国 2,294,228 人

有効求職者数 

全国 1,809,573 人 

広島県 1.39 倍 広島県 58,730 人 広島県 42,327 人 

福山市 1.64 倍 福山市 10,400 人 福山市  6,340 人

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］
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月間有効求人・求職・求人倍率の推移
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参考：労働力調査 - 統計情報 ¦ 広島県 (hiroshima.lg.jp)他

※完全失業率：「労働力人口」に占める「完全失業者」の割合

労働関係指標（2025 年 10 月～12 月期平均) 

完全失業率 

広島県 2.4 % 

完全失業者数 

広島県  36,000 人

就業者数 

広島県 1,459,000 人 

東京都 2.2 % 東京都 196,000 人 東京都 8,692,000 人 

大阪府 3.2 % 大阪府 161,000 人 大阪府 4,798,000 人

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］
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完全失業者数（広島県）と完全失業率

完全失業者数（広島県） 全国 中国地方 東京都 大阪府 広島県 岡山県
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

4/10 ● 12 月分の源泉徴収税・
4/15 ● 特例による源泉徴収税額の納付（令和 7年 7 12 月分）

4/30 

● 12 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● 11 月決算法人の確定申告と納税・翌年 5月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 
● 労働保険料の納付（第 3期分） 
● 労働者死傷病報告書の提出（休業 4日未満／令和 7年 10 12 月分） 
● 給与支払報告書の提出（市区町村） ● 法定調書の提出（税務署）
営業日のお知らせなど 

［ 今月のお知らせ ］

赤文字の日、及び青文字の日は休みとさせていただきます。

2026 

４ April 

4/10 ● 3

4/15 ● 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限 

4/30 ● ３月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● ２月決算法人の確定申告と納税・８月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 
●

お仕事 

カレンダー

４月


